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広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ

■市の推計人口（12月１日現在）
27万7521人（男：13万1224人、女：14万6297人） 【対前月比】146人減
【世帯数】13万2949世帯　  企画調整課☎613-8397　  1019915

①市民税・県民税・森林環境税第４期②国民健康保険税第７期
 �納期限：２月２日㈪※口座振替を利用している人は、預
貯金残高を確認してください

 納税課☎613-8464　  1051332

市税の納期限
のお知らせもりおかインフォ

マークの見方と詳しい申し込み方法は、表紙をご覧ください。

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日納付相談 １/25㈰９時～13時 納税課（市役所本庁舎２階） 納税課☎613-8463

困りごとまるごと
無料相談会☆

１/26㈪
10時～16時

ふれあいランド岩手
（三本柳８）

市社会福祉協議会
☎656-9271

無料法律
相談★

２/４・18・25
水曜、10時～15時 広聴広報課

（市役所本庁舎６階）

岩手弁護士会
☎623-5005

市民無料
法律相談★

２/16㈪
10時～15時

広聴広報課の予約
専用ダイヤル
☎626-7557

☆事前申し込み優先
★�要事前申し込み。相談希望日の前週の９時から受け付け※２月18日分は２月４

日㈬から受け付け

 市役所都南分庁舎１階の同事
務局や玉山総合事務所２階の玉山
分室に備え付け、または市ホームペ
ージからダウンロードした推薦書
か応募書に必要事項を記入し、〠
020-8532（住所不要）市農業委
員会事務局か〠028-4195（住所
不要）市農業委員会事務局玉山分
室へ郵送または持参。２月２日㈪
から３月２日㈪まで受け付け。郵
送は３月２日消印有効。持参は同
日17時まで

 1041540

コミュニティリーダー研修会
市民協働推進課

☎626-7535　ファクス622-6211
 kyodo@city.morioka.iwate.jp

B
ブ リ リ ア

rillia C
シ テ ィ

ity横浜磯子自治会の田
た

形
が た

勇
ゆ う

輔
す け

会長による講演と参加者同
士の情報交換を通じて、地域住民

が町内会活動に
携わるための働
きかけや仕組み
づくりについて
学びます。

 １月31日㈯14時～16時20分
 中央公民館（愛宕町）
 50人

お知らせ

観光審議会の委員
観光課　☎626-7539

市の観光施策について調査・審議
する委員を２人募集します。任期
は３月１日㈰から２年間です。

 次の全てに該当する人①市内在
住②平成20年３月１日以前生まれ
③市の他の審議会などの委員を務
めていない④平日の日中に開催す
る年２回程度の会議に出席できる

 市役所本庁舎７階の同課や各
支所などに備え付け、または市ホ
ームページからダウンロードした
応募用紙に必要事項を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所観
光課へ郵送または持参。２月５日
㈭必着。持参は同日17時まで

 1055356

農業委員・
農地利用最適化推進委員

農業委員会事務局　☎639-9034
農地転用などの審議や農地集積
集約活動、農業者などとの会議へ
の出席をする同委員を募集します。
任期は７月20日㈪から３年間です。

 農業委員：19人、農地利用最適
化推進委員：26人※農業に関する
識見がある人

募　集

 電話・ファクス・メール・応募フ
ォーム：１月23日㈮17時
まで※先着順

 1054595

盛岡ゆうゆう大学公開講座
長寿社会課内、盛岡ゆうゆう大学事務局

☎603-8003

ＩＢC岩手放送の風
か ざ

見
み

好
よ し

栄
え

アナウ
ンス部専任部長が「アナウンサー
の舞台裏」と題して講演。

 ２月３日㈫13時50分～15時半
 市民文化ホール（盛岡駅西通二）
 1042848

ミドル世代応援！合同就職面談会
経済企画課　☎613-8298

ミドル世代（35～59歳）の正社員
採用・登用に積極的な企業（15社）
の担当者へ気軽に相談ができま
す。資格・経験は問いません。

 ２月６日㈮13時半から
 キオクシア アイーナ（盛岡駅西

通一）
 100人

 ハローワーク盛岡☎908-2060
へ電話か応募フォームで申
し込み

 1052799

市有地を売却します
管財課　☎613-8340

市有地を入札により売却します。
売却物件などは表のとおり。購入
希望者は入札参加の申し込みが必
要です。入札条件など詳しくは、市
ホームページをご覧ください。

 申込期間：１月15日㈭９時～２
月５日㈭12時

 1008682
表　売却物件や入札日など

入札
日時 所在地 面積 地目

２/26㈭
10時～ 愛宕下14-３ 1063.77

平方㍍ 宅地

都南地域でリチウムイオン電池
などの定日収集を開始します

盛岡・紫波地区環境施設組合
清掃センター　☎697-3835

２月から、都南地域で大形・不燃ご
みの収集日にリチウムイオン電池
などの収集を開始します。他のご
みとは別の袋に入れ、「リチウムイ
オン電池」と明記してごみ集積場
所に出してください。破損したもの
や濡れたもの、膨張したものは同
センター（矢巾町）に予約の上、直
接持ち込んでください。
※盛岡地域・玉山地域
は対象外です

もっと知ろう！ＪＲ山田線　歴史と
楽しみ方を学ぶセミナーin盛岡

（一社）浄土日和　☎080-5550-7666
三陸ジオパーク認定ガイドが、ＪＲ

山田線の歴史や車窓の魅力、沿線
の見どころを解説します。参加者に
は宮古駅カードを２種類進呈します。

 ２月６日㈮18時半～20時半
 キオクシア アイーナ（盛

岡駅西通一）　  25人
 応募フォーム：受け付け中

寄付をいただきました

■㈱マルカン
　佐々木謙

け ん

一
い ち

代表取締役社長
100万円（企業版ふるさと納税）。
子ども未来基金事業のために。

過去の開催
の様子▶

＜お詫びと訂正＞
１月１日号10ページ「もりおかインフォ」
のいわて結婚支援センターの電話・ファ
クス番号に誤りがありました。正しくは、
656-0260です。お詫

わ

びして訂正します。

自治体経営改善について動画で説明します

市が進めている自治体経営改善について、取り組みの背
景や内容を市民の皆さまに知っていただくため、説明動画
を配信しています。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

 自治体経営改善事務局☎626-7542　  1052401

住民税非課税の高齢者世帯などに7000円を支給
 市価格高騰対応冬季特別対策事業担当☎603-8014　  1049975

　原油価格の高騰などによる冬季間の経済的負担を軽減するため、
対象世帯に対し灯油や防寒用品などの購入費の一部を助成します。

【助成金額】１世帯あたり7000円（１回限り）
【�対象世帯】令和７年12月１日（基準日）時点で盛岡市に住民登録が

あり、世帯全員の令和７年度住民税均等割が非課税の世帯のうち、
基準日において高齢者のみの世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯ま
たは生活保護世帯のいずれかに該当する世帯

【�申し込み】基準日時点で対象と見込まれる世帯には、１月中旬に関係
書類を送付します。※対象世帯で関係書類が届かない場
合、２月２日㈪以降にお問い合わせください
▶申請期限：２月20日㈮消印有効

子育て世帯に児童１人につき２万円を支給
 物価高対応子育て応援手当担当☎613-8354　  1055122

　長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援する
ため、「子育て応援手当」を支給します。

【支給額】対象児童１人につき２万円
【�対象世帯】高校生までの子ども（平成19年４月２日～令和８年３月

31日生まれ）のいる世帯
【�申し込み】９月分の児童手当受給世帯（公務員を除く）は、申請不要で

児童手当受給口座へ１月30日㈮に振り込み予定。申請が必要となる
世帯（10月１日以降に生まれた児童がいる世帯や公務員の
世帯など）については、市ホームページをご覧ください
▶申請期限：４月30日㈭必着。持参は同日17時半まで

物価高騰などから暮らしを守ります！

保育士の就職・再就職を応援します！
 子育てあんしん課☎613-8347　  1022480

保育士の求人情報の紹介や、
元園長による個別相談を行っ
ています。お気軽に
ご相談ください。

保育士サポートデスク

　市は、保育の仕事を始めたい人を応援しています。大学や専門学
校卒業後はもちろん、保育士の資格をお持ちでしばらく仕事から離
れていた人も、盛岡の保育の現場で働いてみませんか？

保育士（会計年度任用職員）を募集
市立保育園（７園）で４月から任用する保育士（会計年度任

用職員）を１月中旬から募集します。資格を持ちな
がら現在働いていない人の再就職も大歓迎。詳しく
は、市ホームページをご覧ください。

公共施設などの使用料を
改定します

　公民館やスポーツ施設、コミュニティ施設など、
市が提供する施設サービスに必要な経費は、
市民の皆さんが納める税金など（公費負担）と、
利用者が支払う使用料（受益者負担）で負担
しています。
　しかし、近年の人件費や物価の高騰などにより、
多くの施設において現行の使用料では経費を賄えていないのが現
状です。
　そこで、良質な施設サービスの提供を続けるために、４年ごとに
「必要な費用」と「使用料収入」のバランスが適切であるか検証し、
その結果を踏まえて使用料を見直すこととしました。　

４月１日から

● �使用料の減免についても、
施設の設置目的と照らし
て適切なのか検証し、見
直しました

● �施設によっては、市民以外
の利用者に適切な負担を
していただくために、別料
金を設定しました

どうして使用料を改定するの？

使用料はどのように決めるの？

 財政課☎626-7515　  1054602

使用料を改定する施設は？

　検証の結果、66施設87箇所で使用料を見直しました。
詳しくは、市ホームページをご覧になるか、各施設へお
問い合わせください。

利用する人としない人との
公平性が大切！

① �施設運営に必要な原価（人件費や
物件費など）※１を算出します

② �①に、施設サービスに応じた受益
者負担割合※２を掛けて、受益者負
担額（利用者が負担すべき金額）を
算出します

③ �②を使用料収入（原則３年平均）
で割って計算した割合（乖

か い

離
り

率）を算出します
④ �③が５㌫以上の施設は、乖離率を踏まえた料金設定※３をします

よく使うから
料金は安いほ
うがいいな

使わない人
の負担も考
えなきゃ

使う人 使わない人

※１ �貸館などの施設は、
総面積に占める貸し
出し面積の割合で原
価を計算します

※２ �受益 者負担割合は、
市民 生 活で の 必 需
性と民間による代替
性を踏まえて、右図
のように設定します

※３ �乖離率が大きい施設
は、激変緩和措置と
して現行料金の1.5
倍を上限とします
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受益者負担割合の決め方

駐車場やプー
ル、観光施設
など

体育館や公民
館、博物館
など

施設の例

生活に必要でも、民間

に代わりがあれば利用者

の負担は50㌫か

比べて５㌫以上離れて
いたら、見直し対象

使用料収入

①原価（人件費や物件費など）

×受益者負担割合

②受益者負担額 公費負担

使用料見直しのイメージ

うん。B1は墓園など、

B2は公園や図書館

などだよ
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B1

B2


